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１．本規程制定の背景 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 2 

必須規程に 
相当すると判断 
（未整備規程 

検討プロジェクト） 

・初の条例化「暴力団排除条
例」（2004年6月） 
・東京都の条例化（2011年10
月） 
※現在、47都道府県すべて
に条例あり 

「反社会的勢力との決別」について、特に八百長等の発生は事業
の根幹を揺るがす自体であり、その取り組みを実施している。 
一方、根拠規程が未整備であったため、今般設置したい。 

・2008年11月、警察庁通達
「公益社団法人及び公益財
団法人の公益認定等に関す
る法律の規定による公益認
定から暴力団員等を排除す
るための事務処理要領につ
いて」 

・法務省指針 
「企業が反社会的勢力による
被害を防止するための指針
について」（ 2007年6月） 

・サッカー界 
インテグリティ協議会の取り
組み、倫理規範制定等実施
を進めてきた。 

※法令は努力義務規定としているが、事案発生時は、公益認定の取消や民事訴訟等の場において、役員
の善管注意義務違反を認定する最高裁判例等がある。また、私たちが契約締結を行う各種企業等との取り
決め内容に暴排条項があることは当たり前の時代になっている。 
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２．規定内容の骨子 

ガバナンス・コンプラインス推進分野（管理部） 3 

法令等の定義・規定を準用、規定化し、運用強化に努めます。 
第２条 定義／第３条 基本方針及び公表 
  反社会的勢力の定義 
   →事務局内部への教育・啓発、組織としての表明のために本規程を利用。 
 
第４条 対応部署／第７条 審査の実施／第８条 契約の禁止・関係の解消 
  主管部署の設置や取引時の与信管理等 
    →管理部にて行います。  ※既に一部法人等インテグリティ・チェックを実施中 
 
第５条 管理体制の整備及び検証 
  対象者の定義、PDCAサイクルの導入 
    →本規程を役職員等を対象とし、２条に記載のとおり、不祥事等がないように努めます。 
 
第６条 反社会的勢力を排除するための契約の締結 
  法人等との取引時の取り決め 
    →顧問弁護士等と契約書雛形等の整備を推進します。 ※一部着手中 
 
第１０条 反社会的勢力からの要求への対応／第１１条 警察等との連携・協力 
  事案発生時の報告・連絡等の体制 
    →コンプライアンス等整備担当理事である専務理事を中心に推進します。 ※インテグリティ協議会、 
                                                   FIFA・Jリーグ等との連携  
                                                   のとおり着手中 
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